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2015
自治労茨城県本部保育集会
日　時　６月 20 日（土）
　　　　10:00 ～ 15:30
場　所　水戸市・自治労会館
内　容　講演・分科会

戦
争
法
案
閣
議
決
定
許
�
�
�

東
京
で
２
８
０
０
人
が
行
動

　

安
倍
政
権
が
日
本
を
戦
争

す
る
国
に
す
る
「
安
保
法

制
」
11
法
案
を
閣
議
決
定
し

よ
う
と
す
る
中
で
、
５
月
12

日
、「
許
す
な
！
戦
争
法
案
、

戦
争
さ
せ
な
い
・
９
条
壊
す

な
！
５
・
12
集
会
」
が
東
京

･

日
比
谷
野
外
音
楽
堂
で
開

か
れ
約
２
８
０
０
人
が
参
加

し
、
戦
争
法
制
定
阻
止
を
誓

い
合
い
ま
し
た
。

　

集
会
で
は
、
主
催
者
を
代

表
し
１
０
０
０
人
委
員
会
の

呼
び
か
け
人
で
あ
る
ル
ポ

ラ
イ
タ
ー
の
鎌
田
慧
さ
ん
が

「
安
倍
政
権
は
ウ
ソ
と
権
力

欲
し
か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の

子
分
に
な
っ
て
、
愚
か
な
戦

争
を
二
度
と
し
な
い
よ
う
最

後
ま
で
が
ん
ば
り
抜
こ
う
」

と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
民
主
党
、
社
民

党
、
共
産
党
、
生
活
の
党
、

沖
縄
社
会
大
衆
党
か
ら
、
国

会
で
の
た
た
か
い
の
決
意
が

表
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

ゲ
ス
ト
の
埼
玉
大
学
名
誉

教
授
の
暉
峻
淑
子
さ
ん
か
ら

は
「
今
の
時
代
は
、
先
の
大

戦
の
前
と
同
じ
だ
。
自
衛
隊

派
遣
で
戦
死
者
が
出
た
ら
戦

争
反
対
を
言
え
な
く
な
る
。

心
の
底
か
ら
戦
争
に
反
対
す

る
決
意
を
固
め
る
こ
と
が
必

要
」
と
呼
び
掛
け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
連
帯
あ
い
さ
つ
で

は
、
日
弁
連
の
憲
法
問
題
対

策
本
部
長
代
行
の
山
岸
良
太

さ
ん
が
「
戦
争
は
最
大
の
人

権
侵
害
だ
」
と
指
摘
、
さ
ら

に
日
本
体
育
大
教
授
の
清
水

雅
彦
さ
ん
は
「
こ
う
し
た
仕

組
み
作
り
を
進
め
て
来
た
の

は
外
務
省
だ
。
そ
の
目
論
見

を
許
さ
な
い
。
憲
法
研
究
者

も
法
案
に
反
対
す
る
声
明
を

出
す
」
と
訴
え
ま
し
た
。

　

集
会
後
参
加
者
は
、
台
風

接
近
の
激
し
い
雨
の
中
、
東

京
駅
ま
で
パ
レ
ー
ド
。「
戦

争
を
す
る
国
に
さ
せ
な
い

ぞ
」、「
平
和
を
守
ろ
う
」
な

ど
と
元
気
よ
く
シ
ュ
プ
レ
ヒ

コ
ー
ル
し
、
街
頭
の
市
民
に

ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

　

５
月
17
日
、
大
阪
市
の
廃

止
と
特
別
区
の
設
置
の
是
非

を
問
う
住
民
投
票
が
実
施
さ

れ
、
反
対
70
万
５
５
８
５
票

対
賛
成
69
万
４
８
４
４
票
に

よ
り
「
大
阪
都
構
想
」
が
否

決
さ
れ
、
大
阪
市
の
存
続
が

決
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受

け
、
橋
下
市
長
は
今
年
12
月

ま
で
の
市
長
任
期
を
全
う
し

た
上
で
政
界
引
退
を
表
明
し

ま
し
た
。

　

自
治
労
は
、「『
大
阪
都
構

想
』
問
題
に
対
し
、
大
阪
市

は
も
と
よ
り
、
地
方
自
治
を

守
る
た
た
か
い
と
位
置
付
け

る
と
と
も
に
、
住
民
投
票
の

結
果
次
第
で
は
、
安
倍
政
権

が
目
論
む
憲
法
改
正
な
ど
も

含
め
、
政
治
環
境
に
重
大
な

影
響
を
与
え
る
問
題
と
と
ら

え
、『
大
阪
都
構
想
』
阻
止

に
む
け
、
組
織
を
あ
げ
て
取

り
組
ん
で
き
た
」（
中
略
）「
投

票
結
果
は
『
大
阪
都
構
想
』

に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
水
準

の
低
下
に
対
す
る
不
安
と
橋

下
市
長
の
強
引
な
政
治
手
法

に
対
す
る
批
判
票
を
表
し
た

も
の
で
あ
り
、
橋
下
市
長
が

退
任
の
意
向
を
表
明
し
た
こ

と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」

（
中
略
）
と
し
て
、
今
後
に

向
け
て
「
自
治
労
は
、
真
の

住
民
自
治
、
地
方
分
権
の
推

進
に
む
け
て
引
き
続
き
取
り

組
み
を
強
め
て
い
く
」
と
す

る
書
記
長
談
話
を
発
表
し
ま

し
た
。

止めよう新基地建設
15,000 人が国会を包囲

　

安
倍
政
権
が
沖
縄
の
民
意

を
無
視
し
て
強
行
し
よ
う
と

し
て
い
る
名
護
市
辺
野
古
へ

の
新
基
地
建
設
を
止
め
よ
う

と
、
５
月
24
日
、
首
都
圏
ア

ク
シ
ョ
ン
国
会
包
囲
ヒ
ュ
ー

マ
ン
チ
ェ
ー
ン
が
１
万
５
千

人
の
参
加
で
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

平
和
フ
ォ
ー
ラ

ム
は
首
相
官
邸
前

か
ら
国
会
南
門
周

辺
に
集
結
。
藤
本

平
和
フ
ォ
ー
ラ
ム

事
務
局
長
が
「
沖

縄
の
問
題
は
全
国

の
問
題
と
し
て
捉

え
よ
う
」
と
あ
い

さ
つ
。
続
い
て
沖

縄
平
和
運
動
セ
ン

タ
ー
の
比
嘉
さ
ん

か
ら
５
月
17
日
に

３
万
５
千
人
が
集
ま
っ
た
県

民
大
会
で
の
翁
長
雄
志
知
事

の
決
意
が
紹
介
さ
れ
、「
沖

縄
は
こ
れ
以
上
の
基
地
と
差

別
を
許
さ
な
い
。
オ
ー
ル
沖

縄
の
闘
い
か
ら
オ
ー
ル
ジ
ャ

パ
ン
の
闘
い
へ
と
広
げ
て
も

ら
い
た
い
」
と
呼
び
掛
け
ま

し
た
。

　

ま
た
、
名
護
市
の
稲
嶺
市

長
か
ら
は
「
県
民
の
民
意
を

無
視
す
る
安
倍
政
権
は
許
せ

な
い
。
明
日
、
17
日
の
県
民

大
会
の
決
議
を
持
っ
て
安
倍

首
相
に
手
渡
し
た
い
。
粘
り

強
い
反
対
運
動
に
よ
っ
て
、

ま
だ
本
体
工
事
は
始
め
ら
れ

な
い
状
態
。
市
長
と
知
事
の

権
限
を
使
っ
て
、
な
ん
と
し

て
も
工
事
を
止
め
る
。
国
民

の
皆
さ
ん
の
支
持
が
支
え
」

と
訴
え
ま
し
た
。

　

軍
事
評
論
家
の
前
田
哲
男

さ
ん
は
「
日
米
地
位
協
定
で

辺
野
古
基
地
建
設
を
強
行

し
、
オ
ス
プ
レ
イ
の
配
備
を

進
め
、
全
国
に
も
飛
来
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。
安
倍
政

権
の
安
保
法
制
と
一
体
の
も

の
だ
」
と
批
判
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
２
回
に
わ
た
っ
て

全
員
で
手
を
取
り
合
っ
て
国

会
を
包
囲
し
、「
辺
野
古
に

基
地
を
作
る
な
！
」
な
ど
の

シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
繰
り

返
し
ま
し
た
。

戦争法案の閣議決定を許さず、　　
　法案成立阻止のため全力で闘おう

フォーラム・平和・人権・環境
共同代表　福山　真劫

　安倍自公政権は、5月 14 日の臨時閣議で、憲法違反の「平和安
全法制整備法案」（戦争法案）を決定しました。
　これは、昨年 7月 1日の閣議決定、今年 4月 27 日の日米ガイド
ラインの再改定、29 日の安倍首相の米国議会における演説の集大
成というべき内容です。
　日本の平和主義・憲法 9条は最大の危機です。このままでは国の
形が変わってしまいます。私たちは、この法案の本質は、「集団的
自衛権の合憲化」であり、戦後の国是であった、「平和主義」を基
本とする憲法 9条の破壊であり、具体的には、米国の軍事戦略の
下、自衛隊が中東から東アジアまで戦争する国になるということで
あり、絶対反対であるとしてきました。
　確かに、幾多の国内外の犠牲の上につくられた憲法 9条は、時
代の変遷とともに、自民党政権と米国政府の連携によって、空洞化
をされ続けてきました。「非武装中立」が、警察予備隊の発足、自
衛隊になり、日米安保条約が結ばれ、2度改定され、PKO 法制定、
日米ガイドライン決定、周辺事態法が制定と続きました。そして
2000 年代に入り、テロ特措法、イラク特措法制定と続きました。
　そして、昨年 7月 1日の閣議決定か、「曲がりなりにも最後の歯
止め」であった「専守防衛」が放棄され、「集団的自衛権行使の合憲化」
が閣議決定されました。この閣議決定は、従来積み上げてきた憲法
解釈を基本のところでひっくり返すものであり、内閣法制局長官経
験者からも批判が続出しました。
　いま、原発再稼働や沖縄への米軍新基地建設の強行なども並行し
てあり、安倍自公政権に対して、「憲法 9条擁護・立憲主義擁護」
の大きな運動が、全国で拡大をしようとしています。また国会の審
議を経ずに、憲法違反の内容の「日米ガイドラインの再改定」を行っ
たこと、安倍首相が米議会で「この夏までに成就させます」などと
演説したことは国会軽視、立憲主義無視、民主主義の無視の批判も
高まっています。
　安倍自公政権は、そうした世論を無視し、戦争法案を閣議決定し、
15 日には国会へ提出することとなります。法案は、「平和安全法制」
といわれ、新法の自衛隊海外派兵の恒久法の「国際平和支援法」と
武力攻撃事態法などの「平和安全法整備法」といわれる 10 の改正
法案の 2本立てとなっています。その改正法案の内訳は、「武力攻
撃事態法案」、「重要事態影響法案」、「PKO協力法改正法案」、「自衛
隊法改正法案」などです。
　「戦争法案」は、「集団的自衛権行使の合憲化」を踏まえ、「武力
攻撃事態改正案」の中で、「行使要件」として、「存立危機事態」を
新設し、「密接な関係のある他国」が攻撃を受けた場合、「自衛隊の
武力行使」が可能となっており、また「重要事態影響法案」では、「地
理的概念をなくし、世界中に自衛隊を派遣できるようにし、後方支
援の対象も、米軍以外の外国軍にも拡大するとしています。さらに
「国際平和支援法案」では、他国軍を自衛隊が後方支援できるよう
にする恒久法であり、PKO法改正案も「自衛隊の武器使用の緩和」、
「駆けつけ警護への拡大」などとなっています。
　これらの法案は、量も多く、今後十分検討し、違憲性をさらに明
らかにする必要がありますが、憲法 9条の破壊であることは明らか
であり、日本が 9条を投げ捨て、「戦争する国」へと踏み出すこと
は明確です。平和フォーラムは、法案の本質を明らかにしていくと
同時に、その成立を阻止するため、「戦争させない・9条壊すな！
総がかり行動実行委員会」に結集して、憲法を守り平和をめざす、
すべての勢力と連帯して、全力で闘いぬくことを宣言します。とも
にがんばりましょう！

大雨の中、戦争させない集会後のデモ行進

新基地建設反対で国会包囲行動
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Ｐ
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〃
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委
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執
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委
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長

書
記
長

書
記
次
長
兼
会
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菊

池

正

彦

安

藤

哲
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野

弘

樹

嶋

村
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代

森 
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真
寿
美

新

宅

清

美

栗

原　

毅

富

田

香

織

近

藤

博

幸

加

藤

大

典

大

塚　

剛

蛯

原　

弘

石

井

信

吾

蛯

原

義

光

海
老
原  

範 

之

渡

辺　

基

海
老
原  

一 

彦

萩
野
谷
才
子

五
十
嵐
由
美
子

古

田

輝

子

牛
久
市
職
員
組
合

取
手
地
方
広
域
下
水
道

組
合
職
員
組
合

　

大
型
連
休
が
明
け
、
全
国

的
に
７
月
を
想
わ
せ
る
夏
日

が
続
い
て
い
ま
す
。

　

安
倍
総
理
は
訪
米
先
で
議

会
演
説
を
行
い
、
そ
の
時
点

で
は
閣
議
決
定
し
て
い
な
い

「
安
保
法
制
」
を
８
月
に
は

成
立
さ
せ
る
と
発
言
。

　

帰
国
後
、
14
日
に
閣
議
決

定
し
た
11
法
案
を
、
審
議
の

際
は
10
法
案
に
一
括
し
、
計

二
法
案
に
し
ま
し
た
。

　

政
府
は
一
括
し
た
法
案
を

「
平
安
法
案
」
と
銘
し
た
と

報
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
立
派
な
詐
称
と
感
ず
る
の

は
、
私
一
人
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

加
え
て
労
働
法
改
悪
３
点

セ
ッ
ト
と
し
て
、
連
合
が
反

対
を
鮮
明
に
し
て
い
る
残
業

代
ゼ
ロ
へ
の
労
基
法
、
生
涯

派
遣
の
派
遣
法
、
解
雇
の
金

銭
解
決
制
度
導
入
も
審
議
入

り
し
ま
す
。

　

医
療
保
険
制
度
改
正
は
患

者
負
担
増
で
医
療
費
を
抑
制

し
、
混
合
診
療
の
拡
大
で
生

命
は
金
次
第
に
な
り
そ
う
で

す
。

　

農
協
法
で
は
民
主
党
は
対

案
を
提
出
、
両
案
が
一
緒
に

審
議
入
り
。
Ｊ
Ａ
中
央
会
を

無
く
す
と
何
故
農
家
の
所
得

が
倍
増
す
る
か
は
説
明
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

夫
々
が
重
要
な
内
容
で

す
が
、
世
間
が
真
剣
に
考

憲法記念日に街宣・ネパール震災救援カンパ で訴え

え
て
い
る
風
は
有
り
ま
せ

ん
。

　

安
保
関
連
法
案
を
一
括
審

議
さ
せ
、
個
々
の
問
題
点
が

争
点
化
さ
れ
難
い
の
と
同
様

に
、
安
倍
政
権
の
狙
い
は
、

野
党
を
各
委
員
会
毎
に
手
一

杯
に
し
、
全
体
を
覆
い
隠
し

て
い
る
の
で
は
と
思
え
て
な

り
ま
せ
ん
。

　

70
年
の
先
人
の
歩
み
を
一

国
会
で
覆
す
。
安
倍
内
閣
の

暴
走
を
止
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

地
域
か
ら
、
職
場
か
ら
、

地
方
議
会
か
ら
、
声
を
挙
げ

ま
し
ょ
う
。

茨
城
県
嘱
託
員
労
働
組
合

人
事
評
価
制
度
に
対
応
し
よ
う

ブ
ロ
ッ
ク
活
動
者
学
校
ス
タ
ー
ト

　

５
月
６
日
の
県
北
ブ
ロ
ッ

ク
を
ス
タ
ー
ト
に
今
年
も
ブ

ロ
ッ
ク
活
動
者
学
校
が
は
じ

ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
、「
地
公
法
改

正
と
人
事
評
価
制
度
に
ど
う

対
応
す
る
か
〜
働
く
も
の
の

賃
金
論
を
確
立
し
よ
う
」
を

テ
ー
マ
に
労
働
大
学
出
版
セ

ン
タ
ー
の
足
立
講
師
が
講
演
。

足
立
さ
ん
は
、
人
事
評
価
制

度
は
、
能
力
評
価
と
実
績
評

価
を
通
じ
て
、
賃
下
げ
や
労

働
強
度
の
増
大
、
労
働
時
間

の
延
長
を
「
自
発
的
に
」
行

わ
せ
る
労
務
管
理
の
一
つ
と

指
摘
。「
今
回
の
地
公
法
改

正
で
①
人
事
評
価
制
度
の
導

入
と
そ
れ
に
基
づ
く
昇
給
、

昇
任
、
昇
格
②
等
級
別
資
格

基
準
職
務
表
の
条
例
化
と
等

級
別
人
数
の
公
表
を
求
め
て

き
て
い
る
。
賃
金
に
係
わ
る

こ
と
な
の
で
当
然
労
使
交
渉

で
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
強
調
。
今
後
は
、
組
合
が

「
一
人
ひ
と
り
の
賃
金
を
把

握
す
る
こ
と
が
重
要
」
と
呼

び
か
け
ま
し
た
。

　

ブ
ロ
ッ
ク
活
動
者
学
校

は
、９
月
ま
で
開
催
し
ま
す
。

各
単
組
か
ら
の
積
極
的
な
参

加
を
お
願
い
し
ま
す
。

県北ブロック活動者学校 で講演する足立講師

2015 年度ブロック活動者学校の開催日程
……………………………▽第２回テーマ………………………………
「自衛隊をわが軍にしないために、戦争する国に反対しよう」

……………………………▽第３回テーマ………………………………
「労働安全衛生の基本を学び、快適な職場づくりを」

……………………………▽第４回テーマ………………………………
「労働組合と賃金闘争」

※　場所は県北が日立市職員研修会館、水戸は自治労会館、県南は自治労
県南会館です。その他のブロックはブロックで決め各単組に連絡があり
ます。

※　開催時間は、県北が 18：15、その他は 18：30。終了は概ね 20時。
※　賃金確定闘争に向けた第５回ブロック活動者学校は、後日通知します。

ブロック 第２回 第３回 第４回

県　北 6月 8日（月） 7月 6日（月） 9月 7日（月）

水　郡 6月 9日（火） 7月 7日（火） 9月 8日（火）

水　戸 6月 10 日（水） 7月 8日（水） 9月 9日（水）

鹿　行 6月 16 日（火） 7月 14 日（火） 9月 15 日（火）

土　浦 6月 17 日（水） 7月 15 日（水） 9月 16 日（水）

県　南 6月 18 日（木） 7月 16 日（木） 9月 17 日（木）

ブロック活動者に参加しよう!


